
支援対象品目 

（※１） 

農林水産省が公募毎に指定した高収益作物の支援対象品目 

＜令和２年２月～４月の販売＞ 

野菜〔促成山菜、栽培きのこ・たけのこを含む〕 、花き、果樹、茶 

＜令和２年５月以降の販売＞：未定 

出荷・販売対応 

（※２） 

収穫して直ちに出荷・販売した作物ばかりではありません。 

■収穫後、保冷蔵して、対象期間に出荷した作物 

■対象期間に販売した加工品（ジュース、ジャム、ドライ商品等） 

■販売先は問いません。（JA出荷、個人向け贈答、直販、直売所など） 

 

☑ 今年の２月以降、支援対象品目(※1）を出荷・販売(※2）した。 

☑ 今年の２月以降、支援対象品目を廃棄等により出荷・販売できなかった。 
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Ｎｏ．５４５ 

 

令和２年  

８月１４日号 広  報 
イラストの市町村はどこでしょう 

～山形県の市町村～ 

 

答えは最後のページにあります。 

 260 年以上続くまつりで知られる城下

町です。また、国道が交差することから

「東北の十字路」と呼ばれ交通の要衝に

なっています。 

 

次期作への取組を支援します 

 

「高収益作物次期作支援交付金」に該当しませんか？ 
「高収益作物次期作支援交付金」に該当しませんか？ 

〇対象となる取り組み／次のいずれか２つ以上を選択した取り組みを支援します。 

ア 生産・流通コストの削減に資する取組 イ 生産性または品質向上に要する資材等の導入に資する取組 

ウ 土づくり・排水対策など作柄安定に資する取組 エ 作業環境の改善に資する取組 

オ 事業継続計画の策定の取組 

〇交付額／基本単価：5.5 万円（10ａ当たり） 

※ほかに需要促進の取組支援【取組加算】、厳選出荷の取組支援【取組加算】もあります。 

▼問い合わせ／舟形町農業振興課農政企画係 ☎（32）0947 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた高収益作物の次期作について、前向きに取り組む農業者への支援 

制度です。次のどちらかに該当しませんか？ 

対象期間：令和２年４月 30日～令和３年３月 31日 



                              

                              

                             

                               

                             

▼採用人数／１名            

▼勤 務 地／舟形ほほえみ保育園 

▼資格要件／通勤できる方 

※調理師免許の有無は問いません 

▼雇用期間／11月１日～令和３年３月 31日 

▼勤務条件／賃  金：日額 6,500円 

      勤務時間：午前８時～午後４時 45分 

      待  遇：通勤手当等有 

▼申請方法／次の書類を町教育課学事係に郵送または 

持参してください。 

      ・履歴書（写真添付） 

      ・調理師資格免許の写し（免許保持者のみ） 

      ※調理師資格を取得し、まだ免許が届かない 

方は調理師合格証の写し 

▼〆  切／９月 28日（月）必着 

▼そ の 他／詳しくは問い合わせください。 

▼申込み・問い合わせ／(株)舟形町振興公社 ☎（32）3655 

舟形町教育課学事係 ☎（32）2379 

ひとり親世帯臨時特別給付金について 
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯の負担の

増加や収入の減少などに対する支援を行うため、給付金を支給します。 

 

▼対 象 者／ひとり親世帯等 

▼支給要件／・令和２年６月分の児童扶養手当を受給している方 

→基本給付は申請不要ですが、追加給付は申請が必要です。 

・公的年金を受給しており、児童扶養手当を受給していない方 

（手当の申請をしていない方含む） 

→基本給付、追加給付ともに申請が必要です。※収入要件があります。 

・新型コロナウイルスの影響により家計が急変し、収入が児童扶養手当と同水準 

になった方 

→基本給付のみ申請できます。※収入要件があります。 

▼申請期限／令和３年２月 28日 

▼そ の 他／詳しくは問い合わせください。  

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 ☎（32）0655 

舟形町特産「焼き鮎」 
ドライブスルー・配達販売 

完全予約制 

▼予約受付期間／８月 16日(日)まで 

▼販売金額／塩焼き１パック（３尾） 

1,000円 

※1尾単位の場合 350円 

▼受取日時／９月５日(土)、６日(日)  

午前 10時～午後４時 

▼受取場所／アユパーク舟形 

生涯学習センター 

農村環境改善センター 

地区公民館等                                                       

▼予約・問い合わせ／ 

舟形若あゆ温泉 

 ☎（32）2017（予約専用電話） 

創業塾２０２０受講者募集 
インターネットを使ったオンラインセミナー形式で創業について学ぶ５日間の短期集中セミナーです。 

▼日  時／８月 29日（土）・30日（日）・９月５日（土）・６日（日）・12日（土） 

各日午前 10時～午後３時 

▼対  象／創業を予定している方または創業して間もない方 

▼受講方法／次のいずれかにより受講できます 

①インターネット接続したパソコンやタブレット等で受講 

       ②受講会場（霞城セントラル）のタブレット端末で受講 ※先着 10名 

▼受 講 料／無料 

▼申込み・問い合わせ／もがみ南部商工会舟形事務所 ☎（32）2242 

https://1.bp.blogspot.com/-Pnp3hqStlqw/XqUWuV_g7mI/AAAAAAABYjw/v5heWkhc4RMMNRH42JdTX37ToDNKsd07ACNcBGAsYHQ/s1600/online_school_boy.png
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町では、先の大戦で亡くなられた方々の追悼と平和を祈念するために、役場庁舎前に半旗の掲揚と黙祷

を行います。また、毎年８月に行なっていた戦没者追悼式に代わり、猿羽根山の忠魂碑で参拝も行われま

す。 

15日の正午にあわせて防災無線でお知らせしますので、町民の皆様のご理解をお願いします。 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 ☎（32）0655 

国民年金保険料免除等の申請について 
 

 保険料を納め忘れの状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事故が発生すると、障害年金や遺族

基礎年金を受けられない場合があります。 

 経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予と

なる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」がありますので、健康福祉課⑤窓口または年金事務所で申

請手続きをしてください。申請書は窓口に備え付けてあります。 
 

▼受付期間／7月 1日（水）～ 

令和２年度（令和２年 7月分～令和３年 6月）の免除等 

      ※申請時点の 2年 1ヵ月前の月分までさかのぼって申請することもできます。 

▼そ の 他／失業後により保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていた 

期間がある方は、ご相談ください。 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課介護医療係 ☎（32）0717 

       新庄年金事務所       ☎（22）2050 

移住世帯への家賃補助制度 

移住世帯が、賃貸住宅に入居した場合、その家賃の 

一部が補助されます。 

▼対  象／一定の条件を満たす移住世帯 

・令和２年３月１日以降に県外から県内の市町村に 

転入すること。 

・転入前に公的相談窓口等を利用していること。 

・会社等の転勤や進学による異動でないこと。 等 

▼補助対象／ 

民間および市町村空き家バンクの賃貸住宅の家賃 

▼補助金額／月額最大１万円（転入翌月から最大２４ヵ月） 

▼問い合わせ／ 

（一社）ふるさと山形移住・定住推進センター 

☎ 023（687）0777 

ふるさと山形移住・定住推進センター

の「愛称」を募集します 

山形県への移住・定住に関する相談窓口として、

多くの方に親しみをもってご利用いただけるよう、セ

ンターの愛称を募集します。 

▼募集〆切／8月 31日（月） 

▼応募資格／どなたでも応募できます。 

▼基準・条件／ 

①親しみやすく、覚えやすいもの 

②ほかの名称や商標などに類似していないもの 

③自作の未発表作品であるもの 

▼賞  品／最優秀賞 1点 

「県産シャインマスカット」 

▼申込み・問い合わせ／ 

（一社）ふるさと山形移住・定住推進センター 

☎ 023（687）0777 



月日 事業名 対象年齢 受付時間 集合場所 持ち物 

9月 ２日（水） 
絵本と遊ぼう赤ちゃん広場 
（ブックスタートフォローアップ） 

R1年10月～R２年１月生 
午前 9時50分～ 

10時 
子育て支援センター バスタオル１枚、ミルク、オムツ等 

9月 ８日（火） 
産後ママのストレッチ講座 
※要事前申込み 

産後 1年くらいまでの 
産婦さんとお子さん 

午前 9時50分～ 
10時 

保健センター1階 
バスタオル 1枚、ミルク、オムツ等 
※動きやすい服装でお越しください 

９月 18日（金） 

１歳６ヵ月児健診 
H30年12月、 
H31年1・2月生 

午後 0時40分～ 
0時50分 

保健センター１階 
母子手帳、問診票、歯の健康手帳、 
子育てサポートシート・フェイスタオル 

１歳児健診 R1年 8月生 
午後 0時50分～ 

１時 

保健センター２階 

母子手帳、歯の健康手帳、 
フッ素塗布申込書・フェイスタオル 

歯科健診 
フッ素塗布のみ 

H28年4・5・12月、 
H29年1・2月、 
H31年4月、R1年5月生 

午後 １時～ 
１時 30分 

歯の健康手帳、仕上げ磨き用歯ブラシ、 
フェイスタオル 

9月23日（水） 
育児プレスタート講座 
※要事前申込み 

R2年 1０月～ 
R3年２月出産予定の 
妊婦さんと家族 

午前 ９時50分～ 
1０時 

保健センター１階 母子手帳、筆記用具、水分補給用飲み物 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

◆健康相談◆  

相談日：９月１日（火）、14日（月） 

≪定期健康相談≫ 時間：午前９時～正午 
一般健康相談（血圧測定、健診結果、こころの

相談について）などを行います。ご相談の方は健康

福祉課③番窓口へお越しください。 

来所できない方は、電話相談も可能です。 
 

《妊婦さんとお母さんの定期健康相談》 
 時間：午前 10時～正午 

母子健康手帳の交付、育児相談、お子さんの

身体計測等による発育・発達相談、妊婦さんと子

育て中のお母さんの心と身体の個別相談を行いま

す。ご相談の方は保健センターへお越しください。

保健師と助産師が対応します。 

≪ほほえみ保育園年中児（５歳児）健診≫  
▼対 象／ぱんだ組     ▼期 日／９月 24日（木）    

▼場 所／保健センター２階   ▼持ち物／問診票、母子手帳  

※対象の方には別途通知します。 

 

☆おやつは第４の食事です☆ 

１～３歳ごろの子どもは一度に食べられる量が少なく、１日に必要なエネ

ルギーを３回の食事で摂りきれない場合があります。そんな子どもにとって、

おやつは食事だけでは足りない栄養を補うものです。同時に、おやつは毎日

の楽しみでもあり、手作りすることで家庭の味を伝えるなど、食育にもつながり

ます。 

☆時間・場所を決めましょう☆ 

おやつの時間は、食事と食事の間隔が長い昼食と夕食の間がおすすめ。

毎日決まった時間に与えるようにしましょう。また、食べるときは遊びながらで

はなく、食卓などの決まった場所で食べる習慣をつけることも大切です。 

子どもにとってのおやつとは？ 

～食事とおやつのいい関係～ 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課地域保健係 ☎（３２）０８１０ 

保健事業のお知らせ 

保健センターだより 

◆乳幼児健診及び講座◆ 

≪人間ドック≫ 
▼期 日／９月 ４日（金） 

29日（火） 
▼場 所／最上検診センター 
▼受 付／①午前７時～８時、 

②午前８時３０分～９時３０分 
※対象地区の方には別途通知します。 

≪地域健診≫ 
▼期 日／９月４日（金） 

▼場 所／舟形町保健センター 

▼受 付／①午前６時 45分～７時 45分 

②午前７時 30分～８時 30分 

▼対 象／舟形地区 

 

表紙の答え 「新庄市」 

 

≪呼吸器検診≫ 
▼期 日／９月４日（金） 
▼場 所／舟形地区 
※対象地区の方には別途通知します。 


